
 運動施設通所型のプログラム基準   ※原則、以下に示すプログラムと同程度の内容とする。 

*運動施設通所型における「運動実践的指導者」とは、 

  ①健康運動指導士 

  ②医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、理学療法士、薬剤師のいずれかであって、実践的指導実施者告示 

   （平成 20 年厚生労働省告示第 10 号）別表 2 に定めるもの以上である運動指導担当者研修を受講した者 

 のいずれかを指す。 
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